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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年）（以下「空家法」）

鈴鹿市空家等対策計画（平成29年３月策定）

１ 目 的 空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため鈴鹿市の取組むべき対策の方向性
を示すことを目的とする。

２ 対象地区 市内全域

３ 計画期間 2017（平成29）年度～2024（令和６）年度

４ 計画対象 空家法第２条第１項の「空家等」
※空き家等がもたらす問題を解決を促進する観点から「除却した空き家等に係る跡地」につ
いても対象。

５ 基本方針 基本方針１ 「空き家化の抑制・予防対策」
基本方針２ 「空き家等の活用・流通促進」
基本方針３ 「特定空家等の抑制・解消方策」

６ 対策の実施体制

７ その他対策に向けた取組

第四条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策

の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。

１ 空家等対策計画について
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正

●方向性
「活用拡大」「管理の確保」「特定空家等の除却等」の３本柱で対応を強化

●改正の背景
・今後、居住目的の無い空き家等が更に増加する見込み
・特定空家等への制度的な措置を定めているが、特定空家等になってからの対応が限界

● 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」（以下、「改正空家法」）
・ ２０２３（令和5）年 6月１4日 公布
・ ２０２３（令和５）年12月13日 施行

空家の発生

〈状態〉【良】 【悪】

管理不全 特定空家等

活 用 悪化の防止（管理の確保） 除却等



空家等活用促進区域

特定空家化を未然に防止する管理

市町村は、空き家等の分布や活用の状況等からみて「空家等対策計画」に空き家等の活用が必要と認める区域「空

家等活用促進区域」、区域内の空き家等の活用指針となる「空家等活用基本指針」を定めることで、規制の合理化

等により空き家等の用途変更や建替え等を促進することが可能になる。

※想定される規制の合理化 ①接道規制の合理化，②用途規制の合理化（建築基準法関係）

特定空家等になる前の段階の「管理不全空家等」に対しても、国が定める空き家等の「管理指針」に即した「指

導」をしても状態が改善しない場合に「勧告」が可能となる。

「勧告」により当該空き家等の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例を解除

活用拡大

管理の確保

特定空家の除却

空家法の改正を受け、鈴鹿市空家等対策計画の改定を行う。

代執行の円滑化、財産管理人による空家の処分・管理

・「緊急時の代執行制度」の創設により、緊急時において除却が必要な手続きが省略が可能となる。

・空き家等の適切な管理のために必要があると認める際に、「財産管理制度」の管理人選任請求が可能となり、

相続放棄や所有者不明等の空家等の管理・処分が可能となる。

13



２ 次期計画概要について

【次期計画概要】

１ 計画期間 2025（令和７）年度～2031（令和13）年度 7年間

２ 対象地域 市内全域

３ 計画対象 空家法第２条第１項における「空家等」
※空き家等がもたらす問題の解決を促進する観点から「除却した空き家等に係る跡地」につ
いても対象に含める。

４ 基本方針 基本方針１「空き家化の抑制・予防対策」

基本方針２「空き家等の活用・流通促進」

基本方針３「管理不全空家等、特定空家等の抑制・解消方策」

５ 改正の方向性
計画の基本方針を継承しつつ、空き家等の増加に伴う課題解決に向けて新規取組を実施していく。



基本方針１ 空き家化の抑制・予防対策

３ 新たに加わる方針・取組について

２ 空き家等の発生抑制対策

１ 空き家等の実態把握

（１）居住、使用の持続による空き家等の発生抑制

（２）相続による空き家等の発生抑制

新たな部分 変更・統合された部分

［ ］内は追加部分

（３）空き家化の抑制・予防対策の啓発、広報の拡充

（４）空き家等の適切な管理方策の周知

（５）福祉部局等との連携
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継続した部分



所有者へ空き家等が抱える問題や危険性、また関連制度、空き家バンク制度、各種補助金を、広報誌、
自治会回覧等の媒体で周知し空き家等の発生抑制に努めます。
また、空き家ネットワークみえと連携して啓発を行い予防対策の充実を図ります。

空き家等の放置化による住環境の影響を未然に防ぐため、空き家等の適切な管理の必要性について、
広報誌やウェブサイト等による周知や出前講座の活用し、管理責任についての意識啓発を行います。
また、管理不全な空き家等の所有者等に対して、専門家団体を紹介し、適正管理を促します。

高齢者世帯の長期入院・入所、居住者の死亡により発生する管理不全空き家の発生を抑制するため、
福祉担当部署や鈴鹿市社会福祉協議会、地域包括センターと連携し所有者や親族に適正管理の啓発
を実施する仕組みづくりを構築します。

（３）空き家化の抑制・予防対策の啓発、広報の拡充

（４）空き家等の適切な管理方策の周知

（５）福祉部局等との連携



基本方針２ 空き家等の活用・流通促進

新たな部分 変更・統合された部分

［ ］内は追加部分

３ 除却した空き家等の跡地の活用

１ 空き家等の活用 １ 適切な管理方策

（１）空き家バンク制度

（２）人口減少対策や地域特性に応じ
た空き家等の活用や支援

（３）セーフティネット住宅の登録促進

２ 空き家等の相談窓口拡充、関係団体等との連携

（１）適切な管理についての
所有者等への呼びかけ

（２）草木等の火災予防

（３）地域の防犯

２ 利活用・跡地利用対策

基本方針１－２へ

４ 空家等活用促進区域の活用

基本方針２－２へ
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継続した部分



空き家バンク制度の運営を行い、有効活用を希望する物件の情報発信、物件所有者と利用登録者とのマッチング
を行い、空き家等の流通、活用を促進します。

地域特性に応じた施策の展開人口が減少していく中、移住・定住の促進を図るため空き家等を活用した施策を展
開します。

また、今後、所有者の高齢化や世帯流出が進み、空き家等の発生が見込まれるため流通促進のための施策を充実
化させます。

高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない「セーフティネット住宅」への
登録を促進するため、空き家や所有者の相談時において普及啓発を行います。

空き家等の活用には相談や建築に関する様々な知見が必要なため、専門団体と連携する体制の構築を図り、相談
内容により円滑に各団体へ繋げるなど、相談対応を行います。
また、空き家等の活用促進のため関係団体や民間団体のサービスやノウハウを活用します。

１ 空き家等の活用

（１）空き家バンク制度

（２）人口減少対策や地域特性に応じた空き家等の活用や支援

（３）セーフティネット住宅の登録促進

２ 空き家等の相談窓口拡充、関係団体等との連携

４ 空家等活用促進区域の活用

空家等活用促進区域は、空き家等の活用を重点的に図るほかに、市街地の活性化や地域の観光振興を含めたも
のとする必要があるため、庁内一体となった体制を構築し、促進区域の設定の必要性を協議します。



基本方針３ ［管理不全空家等、］特定空家等の抑制・解消方策

１ 適切に管理されていない空き家等への対処

２ ［管理不全空家等・］特定空家等の対処

(１) ［管理不全空家等・］特定空家等への判断

(２) ［管理不全空家等・］特定空家等への措置

新たな部分

［ ］内は追加部分

変更・統合された部分

(３) 代執行の手順、基準等の策定

３ 他法令による対処

(１) 他法令による管理不全空家等への対処

(２) 財産管理制度等の活用

３ 特定空家等への対処

４ 特定空家等への措置の範囲

５ 法以外の法令による対処

基本方針３－２へ

基本方針３－２へ

基本方針３－３へ
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２ ［管理不全空家等］、特定空家等の対処

空家法による指導や措置のほか、他法令に基づく対応について関係各課と連携し、事案に応じた対
応方法の検討・協議を進めます。

所有者等の不明や不在の空き家等の解消に向け、税部局や福祉部局と庁内の関連部署と協議・連携
の上、状況に応じた個別検討を行い、財産管理制度の活用を図ります。

管理不全空家、特定空家については、空家法に基づく必要な措置を行い管理不全状態の解消に向けて対
処します。物件の状態や所有者の構成など、個々の事案内容に応じて管理不全状態の解消に向け適切に対
処します。

災害時や老巧化の進行により特定空家等が地域住民の生命や安全を脅かす緊急時において、生命、
安全を優先事項とし、空家法に基づく代執行を行う手順、基準の策定を行います。

(３) 代執行の手順、基準等の策定

３ 他法令による対処

(１) 他法令による管理不全空家等への対処

(２) 財産管理制度等の活用
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